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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３９週６日、陣痛と破水感を自覚し当該分娩機関を受診した。

医師は内診し、血性分泌物が認められた。胎児心拍数陣痛図上、変動一過性

徐脈が１回あると評価したが、その後に一過性頻脈がみられたため帰宅可と

し、妊産婦は帰宅した。同日、妊産婦は再び陣痛を自覚し、当該分娩機関を

受診した。内診所見は子宮口の開大１指であった。助産師は、胎児心拍数陣

痛図上、基線細変動が乏しいため妊産婦の入院を決定し経過観察とした。入

院から６時間５０分後、子宮口は全開大となった。医師は胎児心拍数陣痛図

上、変動～遅発一過性徐脈が認められるが胎児心拍の回復は良好と判断した。

陣痛間隔は４～５分毎で、微弱陣痛で分娩進行がみられないため、子宮収縮

薬の投与が開始された。クリステレル胎児圧出法が実施され、子宮口の全開

大から２時間１５分後、児が娩出した。臍帯巻絡はなく、羊水混濁が認めら

れた。 

在胎週数は４０週０日で、体重は２９１８ｇであった。臍帯動脈血ガス分

析値はｐＨ７．０１５、ＰＣＯ２５８．７ｍｍＨｇ、ＰＯ２２２．２ｍｍＨｇ、

ＨＣＯ３
－１４．６ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１６．９ｍｍｏｌ／Ｌであった。生

後１分のアプガースコアは２点（心拍２点）であった。新生児蘇生が行われ、

生後５分のアプガースコアは４点（心拍２点、呼吸２点）であった。胸部レ
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ントゲン撮影が行われ、胎便吸引症候群と診断された。生後約１２時間、全

身硬直し無呼吸がみられた。その後も同様の痙攣と無呼吸があり、抗痙攣薬

が投与され、催眠鎮静薬の持続投与が開始された。痙攣の出現から約８時間

後、ＮＩＣＵを有する医療機関へ新生児搬送された。入院後、気管挿管が行

われ人工呼吸器による呼吸管理が開始され、抗痙攣薬、鎮痙薬が投与された。

生後１５日、頭部ＭＲＩ検査では、左後頭葉に虚血性変化が疑われた。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医１名（経験１４年）、小

児科医１名（経験２１年）と、助産師２名（経験６年、１２年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、入院後に認められた低酸素状態か

ら分娩進行に伴い徐々に低酸素・酸血症に悪化し、それが児娩出まで持続し

たことと考えられる。胎児低酸素・酸血症の原因として、臍帯辺縁付着によ

る臍帯血流障害の可能性がある。さらに、出生後に認められた胎便吸引症候

群によって新生児期に混合性酸血症が持続したことが脳性麻痺発症の増悪因

子となったと考えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠経過中の腹部緊満感、浮腫、尿蛋白への対応は一般的である。胎児心

拍数モニタリングを施行しなかったことは選択肢のひとつである。 

妊娠３９週６日に当該分娩機関を受診した際、一時帰宅としたことは一般

的であるという意見と、入院管理等の監視強化を図る必要があるという意見

の賛否両論がある。同日再度受診した際の胎児心拍数陣痛図上、レベル３（軽

度異常波形）の状況で入院管理としたことは一般的である。その後の胎児心

拍数陣痛図上、レベル２～３（亜正常波形～軽度異常波形）の状況での医師
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の判読と対応は基準内である。しかし、レベル４（中等度異常波形）の状況

で医師が帝王切開の準備を検討せず経過観察としたことは基準から逸脱して

いる。その後、レベル３に相当する所見が認められるものの、再びレベル４

の所見が続いていると判断される状況で助産師が医師に報告を行わなかった

こと、医師が急速遂娩の準備を検討せず経過観察としたことも基準から逸脱

している。 

胎児心拍数陣痛図上、遷延一過性徐脈を認めており胎児の更なる状態の悪

化が予測できる状況で、子宮収縮薬による陣痛促進を図ったことは一般的で

はない。その後の分娩進行度、および胎児心拍数陣痛図所見が悪化している

状態で、児娩出まで急速遂娩の処置を施行しなかったことは基準から逸脱し

ている。 

新生児蘇生は基準内である。出生直後に、小児科医に連絡したことは一般

的である。その後当該分娩機関で経過観察としたことは基準内である。痙攣

が頻回に認められる状況で当該分娩機関で管理したことは選択されることは

少ない。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

分娩中の胎児心拍数陣痛図の判読と対応について、「産婦人科診療ガイ

ドライン―産科編２０１１」に沿って習熟することが必要である。 

（２）子宮収縮薬の使用について 

本事例では、レベル４の状態が継続している状況で、子宮収縮薬が使

用されていた。子宮収縮薬（オキシトシン）による陣痛誘発・陣痛促進

を行う際には、日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会が取りまとめた
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「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進に際しての留意点 改訂２０１

１年版」に則して使用することが勧められる。また、投与時刻や増量時

刻について診療録に記載することが望まれる。 

 （３）胎盤病理組織学検査について 

胎盤の病理組織学検査は、原因の解明に寄与する可能性があるので、

感染が疑われる場合など、分娩経過に異常があった場合や重症の新生児

仮死が認められた場合には、実施することが望まれる。 

 （４）診療録の記載について 

本事例は、クリステレル胎児圧出法に関する診療録記載が不十分であ

った。観察した事項および実施した処置等に関しては、診療録に正確に記

載することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

新生児搬送の連携体制について 

当該分娩機関のカンファレンスにおいて検討されているが、痙攣といった

出生後に異常を呈した新生児に関して、どのような症状がどの程度認められ

た場合に新生児搬送を検討するか、自施設での実状に合わせて基準を作成す

るなど近隣の高次医療機関へ新生児搬送が円滑に行えるよう、新生児搬送体

制を具体的に整備することが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

   胎児心拍数モニタリング施行基準作成について 

現在、わが国には分娩の活動期以前に胎児心拍数モニタリングを実施 

する明確な基準がない。胎児心拍数モニタリング施行開始の妊娠週数や保
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険収載などの面も含め、外来管理中の胎児心拍数モニタリング施行基準を

明確にすることが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


